
側 紙 2)

答申(案 )

アセトアミノフェン

食品名
残留基準値

ppm

豚の筋肉

豚の月旨肪i

豚の肝臓

豚の腎臓

豚の食用部分
*

*:食用部分とは、食用に供される部分のうちt筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部

分をいう。   ヽ

パクロプトラツール (Paolobutrazol)

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
魚介類への基準設定の要請があり、サせてポンテイプリスト制度導

入時に設定した基準ltLの見直しを行うもQP   

一

構造式

OH

11'(3)ri沐
〔†

'「
(2ぇ昴)体 (κ 3o‐体

用途 農薬/植物成長調整剤

作用機構
トリアゾール系植物成長調整剤である。植物体内におけるジベレリ

ンの生合成を阻害して矮化作用を発現する。

適用作物 水稲、もも1お うとう、温州みかん、やまもも

我が国の登録状況 米、もも、みかん等に農薬登録がなされている。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。

EUに おしヽていちご、ラズベリー、プラックベリー等に、

オーストラリアにおいてアボカド、マンゴー等I「、
ニュージニランドにおいて核果類等に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容‐日摂取量 (ADl)0,02 mg/kg体 重/day

[設定根拠]2年間 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 2 0 mg/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙1の とおり。

残留の規制対象物質 :パクロプトラゾールとする。

暴露評価

TMDI′/ADl比 Iま 以下のとおり。
TMDI′ /ADl lL

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

TMDI・ 理 論 最 大 ― 日澤取 詈 (Th eoretical ||laximum Dai lv Intake)理論最

意見聴取の状況 軍議舞 :月 ツ晶1尾剛 11誹暮皇施
平成22年 7月 1日 ～8月 30日 WTO通種を実施__

答申案 別紙 2の とおり。
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農鶏   パタロブトラゾール 答申 (案 )
(男」ホ氏2)

(注 1)「その他のベリー類果実」とは、ベ

リー類果実のうち、いちご、ライベリ
=、

1

プラックベリー、プルーベリー、クランベ

リー及びハッ勿レベリー以外のものをい

つ。

(注2)「その他の果実」とは、果実のうち、
かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋

》樹 鰐ヽ 発潔 紺
実、ぶどう、かき、バナナ、キウィニ、パパ

イヤ、アポカド、パイナップノン、グアバ、マ
ガ ー、パッションカレニツ、なつめやし
及びス′シス以外のものをいう。

(注 3)「その他のスパイスJとは、スパイス
のうち、西洋わさび、わさびの根茎、にん
にく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモ
ンの果皮、オレンジの果皮、ゆすの果皮
及びごまの種子以外のものをいう。

(lll紙 1)

農産物名 帥一一

基準値
現行

登録

有無

参 考基準値

作物残留試験鵡断群
¨

神鋼
¨

ナいか
メロン類果実
主でわらり

1● Ot2

● 012

Cl

,んご

日本なし
西洋なし '  ' 1:
7ルメロ
r、お

1

ぅも
クヽタリン     `

うんず (アプリコットを含む)

ヽも(プルーンを含む)

'め医ら,ら ′チ_rl〕 ―た まハ

∝

・
Ｏ

Ю

Ю

Ю

ｎ

α

Ю

・
Ｏ

Ю

・
Ｏ

ｏ

○

　

　

　

　

（

ちヽご
ラズベリー
メラッアヽ り‐
//●

=リ
ー :

アランヽ ッ■
ッヽクルベリー

一一
取
一一
・疎
一‥０．‐

00.

ドどう
,ヽ姜 スけリ

ナ`ナ

=ク
ィー

.ヾパイヤ
'母ド
イ`ナップル

メアノ`
7ンゴー
'｀ ッショ″ ル‐ツ
トぅあや 1´

001
001
001
0_01

0.01

0:01

001
001

001
0.01

0.01

001
0.01

001

″―モンド

talLoT/qz 0 (0.04,<0.oa(r*rrLl&)

推 :0036

鰤      3躍靭鰍た
留量であることを示している。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティプリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/除草剤

作用機構

スルホニルウレア系除草剤である。通常、ナトリウム塩 (プロポキ
シカルバゾンナトリウム塩)と して用いられる。作用機構は分岐鎖ア
ミノ酸の生合成に関与するアセトラクテ

=卜
合成酵素 (ALS)を 阻害す

るものと考えられている。

適用作物/適用雑草等 小麦/イ ネ科雑草t広葉雑草

我が国の登録状況 農薬登録はない。

諸外国の状況
国際基準 Iま設定されていなしヽ

米国において小麦等に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI) 0 43 mg/kg体重/day

[設定根拠]2年間 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 43 mg/kg体 重/dav      I
安全係数 100

基準値案

別紙1のとおり。                  1
啓留の規制対象物質 :農庫物はプロポキシヵルバツン及び代謝物

A、 畜産物はプロポキシカルバゾンとする。

暴露評価

TMDレ′ADI比は、以下のとおり。

TMD1/′ ADI 上ヒ

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

最大一 日摂取量 (Th eoretioaI ltlaiimum Dai lv lntake)

意見聴取の状況

平成 22年 7月 8日 に在京大使館への説明を実施 ,

平成 22年 8月 2日 ～3月 31日 パブリツクコメン トを実施

平成 22年 t月 9日 ～10月 8日WiO通報を実施

答申案 別紙2の とおり。

農薬名     プロポキシカルバゾン (別紙1)

J g rF*it h lv r { 9 ) (Fropoxycarbazone)

農産物名 轍案̈ 鰤節̈
録

無

登

有
作物残留試験成澤

鰤掛
¨

知動一Jヽ麦

牛の筋肉   ｀

そ3雑鴬陸棲哺乳類に属する動物の筋肉

牛の脂肪

署″騨 嘩 哺乳類に属手る動場あ脂肪

牛の肝臓

鰊 棲哺乳頗に属する動物の肝臓

[多[蝙 棲哺晶 こL∴ 動物の腎議

牛の食用部分

肇8念晟塁穫路乳類に属する動物の食用部分

乳

季8組″象きんの筋肉
鶏の脂肪         ´

０５

３

∝

０

３

０３

翔『「抑「『「『「『蟄『『枷一̈『一『『̈一「『一『̈一『一「『・『一「『̈̈
一「『一「『一「『

００５
　
い
咄
・晰
¨
　
¨
¨
　
田
０３
　
０３
ｍ

アメリカ

アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ

アメリカ
アメリカ

蕩 みつ

平成17年 11月 29日厚生労働省告示第499号 において新しく設定した基準値については、網をつけて示しに
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答申(案 ) 0」紙2)

※今回残留基準を設定するプロポキシカ
ルバゾンは、農産物にあってはプロポキ
シカルバゾン及び代謝物《メチル 2‐

[[E4,5-ジ ヒドロー3く2-ヒドロ彬 プロポキ

物にあっては、プロポキシカ′レ ゾヽンの
みをいう。
(注 1)「その他の陸接哺乳類に属する動
物」とは、陸接哺乳類に属する動物のう
ち、牛及び豚以外のものをいう。

(tL2)「食用部分Jとは、食用に供さオ略

段察8留雰胸
脂肪、肝黎及「

腎
?

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティプリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/除草剤

作用機構

ピリダジン系除草斉1で ある。

クロロフィル生合成経路中の protoporphyrinogOn― IXoxidaseを 阻害

することにより作用するものと考えられている。

適用作物 とうもろこし、大豆、さとうきび

我が国の登録状況 農薬登録はない。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

米国においてとうもろこし、大豆等に基準値が設定されてし:る 。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADl)0 39 ng/kg体 重/dav

[設定根拠]発がん性試験 (マ ウス「混餌)

無毒性量 39 9 ng/kg体 重/day

安全係数 100

基準値案
別紙 1のとおり。

残留の規制対象物質 :フルフエンピルエチルとする。

暴露評価

TMD1/ADI比 は、以下のとおり。

TMDI:理論最大一日摂取量(Theoretical Maxinu,Daily Intakの

TMD 1/ADI比

(%)

国民平均 0 003

幼小児 (1～ 6歳 ) 0 008

妊婦 0 003

高齢者 (65歳 以上) 0 003

答申案 別紙 2の とおり。

2 )v) - > C )vril!, (F I ufenpyr-ethy I )
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農産物名 鋤案̈ 帥聯̈
録
無

登
有

考基準値

作物残留試験成瀬断群
一

知動̈
`う

もろこし 米国 【く0005】 (米国)

k豆 米 国 【く00051(米 国)

)ゝらきァド 来 □
Iく0005】 (米国)

をだまめ 米 国 米国の大豆を参照

農絲     フルフェンピルエチル

平成17年 11月 29日厚生労働省告示第499号 において新レ

`段

定した基準値|;つぃ、 網をっけて示した

れ
-47-

答申 (案 ) (月J糸氏2)

(別紙 1)
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フルジオキソニル (Fludioxon‖ )

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティプリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式 詢
用途 農薬/殺菌剤

作用機構

フエニ
ルビロール不の非浸透移行性殺菌剤である:糸状菌の原形質

[:[]i晟
尼曳掘ウ難惚「8誓::IF髯書作驚言葉手でユ

`肇

:ζ

適用作物/適用病害虫 ]、 かんきつ寧、核果類、キャベッ等ノいもち病、灰色かび病、苗立
枯病等

我が国の登録状況 米、小豆類,キヤベツ等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

本
豆、ァルーベ

ッー守に国際基準が設

=さ

れてぃる。米国においてリ
んご、びわ等に、カナダにおいて大麦、ピ=マン等にt EUにおしヽて

[ltti三 5ユ言5卜在冨ユ[:[ζ FR讐 [重仕塁塁橿1、璽[:南
ている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果 :

[設定根拠]1年間慢性毒性試験 (イ ヌ・混餌)

無毒性量 331市 g/kg体童/day

安全係数 100        :

基準値案

別紙 1の とおり。                    「
~~

残胃の規制対象物質 :農産物はフルジオキソニルとしt畜産物はフル
ジオキソニル及●代謝物 Kに変換されるベンゾピロール代謝物とす
る。

暴露評価

TMD1/ADI比はt以下のと

T‖ DIノ/ADl LL

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

etical Maximum Dai y lntake)

意見聴取の状況
平成22年 8月 10日 に在東大使館べの説明を実施
平成22年 9月 3日 t10月 2日 パブリックコメントを実施
今後t WTO通報を実施予定 :

答申案 別紙2のとおり

(男 IJス氏1)
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農猛     フルジオキソニル (別紙 1)
(別紙 1)

農産物名
基準値

案 鋤姉̈
録
無

登
有

作物残留試験成績断群
¨

外 国

基準値

にんにく
にら       :
アス′`ラガス
わけぎ
その術 の おり拇 軒 菫

O

“
　

・
２ アメリカ

0201   アメリカ

米国たまねぎ(結球)参照

米国たまねぎ(結球)参照

こんじん
,く _スニップ
セヽリ

ピロリ       :
夕つば

「
の 411のや り料 野立

10.1
'010, アメリカ

アメリカ
米国だいこん類(10参照
【16″387641(米 国)】

米国だいこん額

`華

)な 昭

ン

，

マヽト
一

It
r-n{b 

^tr-d-fflrS

2

1 0101

○

　

　

○

アメリカ

アメリカ

品
"ハ

|:総:継勘】
0404,01468/

02360),0660C)

米国 トマト套昭

ζゆうり
ぼヽちゃ

ンろうり
デいか
えロン類果実
たくわうり

「のrFlの らわ科呼=

0〔

04〔

O ∝

Ｑ

　

　

Ю

‘
０

o.,isi 7 jb
0.45i. 7t 

'0.45i Tt t
0.03i T/!,
0.03i 7)tn
0.03; 7)rn

0416,0678/
045111),0701← )‐

【く001つ 13←→(米 目D】

【003゛ o86■5)(米属D】

米国きゆうり参照
α

∝

∝̈

一

一Ｑ

０

０‐
一

まうれんそう
ンようが
特成熟れ どう
に成熟いんげん

00:

001 010`

○

　

○

○

（

0011 アメリカ
0021 アメリカ
l141 アメリカ
0:41 アメリカ

米国ばれいしょ参照
043,202/0:71,221

160,0734/0,0,126

「
の4thの 野糞 0

みか ん

なつみかんの果実全体
ンモン

とレンジ|ヤープルオレンジを含む)

グレ■/7ルーツ

ライム

ｍ
「
枷
「
却
「
一

Ｏ

Ｏ アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

O022,0023/001,く O Ol

l■■口●に■うい
'薇“

レぉ驚定

りんご※1

日本なし
西洋なし※1
マレ1ィメロ※1

rバわ※ 1

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

5も※2

ネクタリン※2

らんず(アプリコットを含む。)※ 2

ヽ も(プルーンを含む。)※ 2

'めなうとう(チiリ ーを含む。)※2

05
05
05 O

5.0: Tilt
s.oi . .7Jrn
5.0; 7ty,
5.0i 7iln

5.O: 7:tt),
. 0.032,0.t42

a*tffrEr4F6r9S

農産物名 帥案̈
基準値

現行

録

無
登

有
作物残留試験成績

嚇鮮
¨

基準値

.ヽ ちご
ラズベリー
′ラックベリー
ノル‐ベリー
ンランヽ リー

乙́鴛γ桜

`;■

麺果実

5

5

5

2

○

5

5

201 アメリカ
50: アメリカ
501   アメリカ
201 アメリカ

|

20:  アメリカ
501  アメリカ

。
協|[霧 l親社り

/

【01■125に 16)味 動 l

1081111147106・ 5X米国】
米国ラズベリ=参照

k005(→ ■706J鎌 回)】

米国ブル
=rり

~参照

○ 1641250

←ウィー※1

「
のrllの 果実※ 3 50: アメリカ

ひまわりの種子
にヽばなの種子

6実
なたね
■の4bのオイルシ=ド

001

アメリカ

アメリカ

【く005(ll(16)妹 国)】

?c:A*t.It'ly)&

Xal&,0>z/s.{z
+D+k.D)\'J

377,3841F)/432.37811)
(みかん果皮)

牛 の筋 肉

豚 の 筋 肉
毒

…
精 lr日 十 ス勧 場 の俯 沐

Ｑ

∝

十の輝肪

餘 胴健権哺乳類に属する動物の脂″

手の肝臓

家の肝
雷座蔵』麺に屁する動物の肝腕

00:

キの腎臓

隊の腎臓
みの術饉施醐 類に属する動物の腎膊

千の貧用郡π

家の食用部分
7の術ぬ羅嗣 覇に属する動物の食用部分

各の筋肉
をの他家きんの筋肉

001

奪の脂肪
をの他家きんの脂肪

番の肝臓

番の腎臓
4の IHI蒙 キス′の腎臓

輌 部分
そのIllカキんの合用部分

00:

の家 ■んの卵

こら(乾燥させたもの〕

ジ`ル(乾燥させたもの, Ы

驀[慕■t
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食品名
残留基準樋

た麦
ライ麦
とうもるこし ,

そば
あ́術あ絆猫注1)

0 05
005
0 01
0 05

:聾1_
ららかせい
´

^鮎 ^百
緒 注 3)

0.:

0:
0.01

01

はれい しよ
さといも類
その4Lあいま額注4)

にいこχ翁:ζチfζ

`l碁

暮暮;あ異
かぶ類の根
かぶ類の葉
西洋わさび
クレソン
|よ くさ0ヽ

キャベツ
芽キャベッ
ケール       . ,
こまつな
きような

秀了多ザタ1
プロッ

=リ
ニ

´
^/1h^長

ビと ,、 痰 駆す =5)

ナルシフィー
チヨリ
エンダイプ
しゆんぎく

`編

の」′ξ雌こ。

:]|こ

`   

‐
つけぎ

Ｌ

０

１

∝

～

,\-7.=rJ
'{t,
PaI* 

^* 
h flBSE8)

tY I'
Y-?.>rrf
Zmtr ^ l>+dB#Es)

i首;;
■め如めらおヽ 醸立注1。 )

じI写γ
て フ

未成熟えんどう
未成熟いんげん
,だすハ

そのrlhの 野難 ・

なつみかんの果実全体

答申 (案 ) Gり紙2)

:[:]蘇髯i董楊
萎::j」

第:率:を言嚇[群騒ζI

It'」桑:卓7:F七 :管 1替
督貿3をド査え

デ豊キ城タビ豊:良阜ア豊ll多芽景登lg″革

婁i)ii難行]、;F登
テ管

=:|ヽ
変び

濠鳥キ、」1『警9:tt類 |ふ見しビ[奪
:ユ
セ浪

矛曇::;蠍撃
li:すill[iを7:「

:i::テ :〕貫薔

賣::fi31:iき、こ;なi:せ :J]:「

:i;」[llilムl:貫 L夕i変::〕:書

i:卜
,TCIP'攀努恙ふL奔飛精

茉i;を」言貫堡1:ξl:黎:i鼻ュ::]I
う。

:『ti;illii:鷲 :liill]シ
|

ォレンン 不ヽ~ノ

グレープフルーツ

[1`犯発暮F声毬※2

プラックベリー
プル‐ヽリー
ハッタルベリニ

その他のスパイる

警ら姦棄翼芳9彎『 輩彙蔵F奪秀秀|、んF法な象
かんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、
オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスノ`イ
ス以外のものをいう。

.類果実ゝ∫ζ『 供9ごイラ餐癸テL19りすツ天

リー、1プルーベリ
=、

クランベリー及びハックル
ベリー以外のものをいう。
注14)「 その他のオイルシー ドJと は、オイル
シー ドのうち、ひまわりの種子、こまの種子、ベ

にlまなの種子(綿実、なたね及びス′`イス以外の

ものをいう。             、
注15)「その他のナッツ類Jと は,ナ ッツ類の

うち,ぎルなん,く り:ペカン,アーTン ド及び
くるみ以外のものをいう。

注■6)rそ の他のスパイス」とlt、 スパイスの

うち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、と

彙じ3じぁ棄【イ奪チ泳糞i盟しご菫κ暑季蚤凍
のものをいう。

注17)rその他のハープ」をは、ハープのう

セし

`κ

墨五し[3)分異政昇芳ヒダIよ 9テ
｀

注 18)「 その他の隆棲哺乳類に属する動物Jと

嫌ぁ管労墟秋ワ:こ

属する動物のう●、す及び豚以

注 19)T食用部分」とは、食用に供される部分
のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分を
,ヽ う。     

「
注20)「その他の家きん」とは、家きん?う

:

ち、鶏以外のものをいう。

※1り んご、西洋なし、マルメロ、びわ(キ
ウィーの基準値については、果実全体に適用する

ものとする。

※2も も、ネクタリン、あんず、すもも、おうと

うの基準値については、種子を除いた果実全体に

適用するものとする。

※3そ の他の果実については、ざくるの果実に限
るものとする:

「
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジテイブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/除草剤

作用機構
ジクロ不ラム:ま トリアプロピリミジン環を有する除草剤である。植

物体内での分墜鎖アミノ酸の生合成酵素であるァセ トラクテー トシ
ンタニゼを阻害する。             _

適用作物/適用雑草 らつかせい、大豆/オナモミ、シロザ等

我が国の登録状況 農薬登録はない。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない:

米国においそ大豆、らつかせいに基準植が設走されている:

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI) 0 05 mg/kg体重/day

[設定根拠]2年間慢性毒性/発がん性併合試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 5mg/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙1の とおり。
残留の規制対象物質 :ジ クロスラムとする。

暴露評価

ADl比は 下のとおリ
TMD1/ADl比

(%)

国民平均

幼小児 (1～6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳以上)

y lntake)

答申案 別紙2のとおり。

ジクロスラム (Diclosulam)

農薬名
.    

ジクロスラム        )

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値にっいては、網をつけて示した。

(別紙 1)

農産物名 轍案
¨

鰤姉̈
録
無

登
有 晰鱗

¨
知動̈

作物残留試験成績

太豆
らっかせレ

【く0003,く0003】 (米国|

【く0003】 (米国)
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答申 (案)

チアゾピル(ThiaZopyr)

-58…

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経 緯 ポジティプリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/除草剤

作用機構 殺翼こ
`牽

撃言澱[磐 2L驚モ模警!「`71f阻
害することにより

適用作物 オレンジ、グレープフルーツ

我が国の登録状況 息薬登録はない。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。

米国においてグレープフルニツ、ォレンジIF基準値が設定されてい

る^

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADl) 0 0072 mg/kg体重/day

[設定根拠]2世代 繁殖試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 0.72 ng/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙1の とおり。
残留の規制対象物質 :チアゾピルとする。

暴露評価

摂

TMD1/ADI比は、以下のと

TMDlノ′ADI上し

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

「MDl:理論最大一日摂取量 (T「 eoretigal Maximum Dai ly Intake)

答申案 別紙 2の とおり。
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澤産物名
基準値

案 轍昴
¨

登録

有無
作物残留試験成績

基準 狛鰤
　̈

オレンジ(ネープノンオレンジを含む。)

/レープフルーツ

001

001

Ψ
ぬ

一
」̈
ｔ●〓ヽ
一一
一

■
一■
一

刃

　

刃

I<o.ol?2, (0.0182, <0,0169,
<0.016, <0.016(t), (0.0r6(s)l
' 

[(0.0181, <o.ol9, (0.016,
(0.016. (0.016. (0.0r61

答申 (幕)

農統        チアゾピル

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示第499号におし`て新しく設
,し

た基準値にういては、細をっけて示しぃ

(別紙 1)
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クロルエトキシホス(Ch10rOthoxyfOS)
(別紙 1)

審議の対象 農薬の食品中つ残留基準の設定

経 緯 ボジティブリス ト制

=導

入時に設定した基準値の見直 しを行うもの。

構造式

:ilsc角 6::卜
(9CH2CHbL

用途
`農薬/殺虫剤

作用機構
有機リン系殺虫剤であり、コリンエステラァゼ活性阻害作用によ

り、殺虫作用を示すと考えられている。

適用作物/適用病害虫 とうもろこし/corn rootiorms等

我が国の登録状況 農栗登録はない。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。           「

―米国においてとうもろこし等IF峯準靖が設定されていたが1現在は肖J

除されている。          _、

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

[設定根拠]1年間 慢性毒性試験 (イ ヌ・混餌)

無毒性量 0.063 mg/Кg体重/day

安全係数 100
基準値案 別紙1の とおり、基準値を設定しなし`こととする。

意見聴取の状況
平成22年 8月 10日 に在京大使館への説明を実施
平成22年 9月 3日 γ10月 2日 パブリックコメントを実施
J聾笙型上型2旦報を実施予定         :

答申案 別紙2のとおり。

農産物名

基準値
案 動新̈

録
無

登
有

作物残留試験成績等

蛎群
¨

知鰤̈
1ヽ 豆類

Fの他 の野 菜

tolfi,opv^
+o{b,o>}\'/

平成17年1"29日 厚年労働省告示第499号 において新しく設定した基準値については、網をつけて示助L
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答申 :(案 ) (男」湘時2)

クロルエ トキシホスについては食品中の残留基準を設定しないことが適当である。
審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/殺虫剤

作用機構
有機リン系殺虫剤である。コリンエステラーゼ活性阻害作用によ

り、殺虫作用を示すものと考えられている。

適用作物 ミント

我が国の登録状況 農薬登録はない。

諸外国の状況

ばれいしょ、バナナ等に国際基準が設定されている.米国において

ベパーミント及びスペアミントに、FUにおいてばれいしよ、ピTマ
ン等に基準値が設定されている。           =__

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)0 00025 mR/kg体 重/dav

[設定燿拠]1年間憬性毒性試験 (イ ヌ・カプセル経甲)

無毒性量 0,025 mg/kg体 重/day

安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :エ トプロホスとするも

暴露評価

とおり
TMD1//ADI比

(0/o)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦 253

高齢者 (65歳 以上) 25 2

TMDI:理 論 最 大 一 日 量 (T' eoretical Maximum Dai ly: Intake)

意見聴取の状況

平成22年 8月 10日 に在京大使館べの説明を実施

繁fミミ磋 腸亀「
′ツリックコィトを実″

答申案 別紙 2の とおりL

r FJ aif'z. (Ethoprophos)
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農薬名        エトプロホス 農薬名        ■トプロホス      _ (別紙1)
(別紙1)

農産物名 動案̈ 輸猾̈
登録
有無

作物残留試麟断群
¨

知動
¨

Jヽ麦
た麦
π麦
ヒうもろこし
そば
■の術の海精

Ю

・
Ｏ

Ю

Ｑ

・
Ｏ

Ю

え豆
Jヽ豆類
そんどう
そらまめ
Ьつかせい
●の仙の0箱
llav しヽよ
きとヽ 類(やつがしら猜 む。)

かんしよ
やましヽ (長いもをいう。〉
こんにやくしヽ
その社 のいヽ結

005

003 ０５

てんさい
さとうきび 002
だいこん類17デイツシユを含L)の根
にいれも類停ディッシュ綸 む.)の葉
かぶ類の根      :
かぶ類の葉|

西洋わさび
クレソン
はくさい
キャ・ヾ ツ
芽キャベツ  :
ケール
こまつな
きような
チングンシ
カリフラフニ

プロッコリー     、

ピIFう

ナルシフィー
アーティチョーク
チヨリ
エンダイブ
しゆんぎく
レタス0ラダ菜及びちしやを含む。)

證薄距
キを含むD

にら
アスパラガス
わけぎ

にんじし

`｀

~ス■ツプ
パセリ
セロツ
みつば
その統のやり料野菜

.?h
!*<>
2n{+roif-C-stEfi

ｍ
ｍ
璽
鰯

農産物名

基準値
案

基準値
現行

録
無

登
有

作物残留試験成帰踪
準

国
基 狸動

¨
諄職蝸癬 ι。)

あ うり

すいか

メロン類果実

まくわうり
その4bのうり瀬 菜

00`

ほうれんそう
たけのこ
オクラ
しよう力

`未成熟えんどう
未成熟いんげん

7ッシュルーム

)ヽたけ
らの rhのまの

「

精

″の他の野菜

みかん

なつみかんの果実全体
レモン

オレンジ休―ブルオレンジを含む。)

グレ∵′7ルーツ
ライム

りんご
日本なし
西洋なし
マルメロ
ィド】っ

もも

ネクタリン

あんず (アプリニットを含む。)

ヽ も(プルーンを含む。)

211′__._か 奎お ヽ

いちご
ラズベリー
プラックベリー
プルニベリー
クランペリー
ハックルベリー
´
^昴 ^却

,―猫 早 筆

00`

001

002

ど

姜

,{fi'
+:r.1-
/{/'i.llr
7trrtF .

ls4tya)v
/72<.

fyizaYTtV-Y
it-D+L

ｍ
響
理
躍
ｍ

夕のrllの 臭室

ひまわりの種子
ゴまの種子
べにばなの種子
綿実
なたね
の́41のオイルシード 陶
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農薬名        エトプロホス 答申 (案 )
(男 J糸氏2)

(別紙1)

(注 1)「 その他の人一ブJと :よ 、ハープのうち、クレ

ツン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及

びセロリの葉以外のものをいう。

※米、′Jヽ 麦、大麦、ライ麦、とうもるこし、そば、その

書轟蠍謝磁

農産物名 蜘案̈ 轍猾̈
録
無

登
有

作物残留試験成績断蝉
¨

基準値 ‐

ぎんなん
くり |
ペカン
アーモンド
くるみ
その市 の十 ′゙ッ猫

茶
コ■ヒー豆

カカオ豆
ホップ

to+b,Dk<'lz
7-61&^t:--/ アメリカ

卜の筋肉
啄の筋肉

獨

鮒

■の腎臓
スの腎臓

■の食用部分
家の食用部分   ∫

平成17年 11月 29日厚生労働省告示第499号 において新しく設定した基準値については、細をつけて示した。

食品名

残留基準催

デれいしよ
)ヽんしよ
k″弾 び

…

002

トマト
ピーマン

きゆうり(ガ,キンを含む。
メロン類果実    ___

'ヾナナ
の́411のハープ(注 1
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 ポジテイプリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。

構造式

用途 農薬/植物成長調整剤

作用機構
有機リン系植物成長調整剤である。植物体内のホノしモンレベルを変

えることに」tつて綿の葉の器官離脱を弓lき起こすと考えられている。

適用作物 綿実

我が国の登録状況 農薬登録はない

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

米国において綿実及び畜産物に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食

温健康影響評価結某  .

許容二日摂取量 (ADl) 0.002 mg/kg体重/dav       i
[設定根響]2年間慢性毒性試験/発がん性併合言験 (ラ ット・混餌)

'    無毒性量 0 2 ng/kg体 重/day   :
安全係数 100

基準値案
別紙1の とおり。
残留の規制対象物質::ト リブホスとする:

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

TMDI′ /ADl l七

G%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳以上)

意見聴取の状況 報::年 :[∫」1壻語鵬 3諺ξ鵞1を黒
今後、WTO通報を実施予定

答申案 別紙2のとおり。

トリブホス(Tr ibufOS)

轟落名       トリブホス

平成1神巨1月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。

(別紙1)

農産物名

基準値
案

基準値
現行

登録

有無

作物残留試験成績等国 際

基 準 基準値

席実 4

●.4

蠅
蝠

アメリカ く051「257●=15X米国)

牛の筋肉         ―

で3篭慮饉農哺乳類に属する」物の筋内

牛の脂肪   ́      '

豚の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

牛の肝臓
豚の肝臓  :
その他の隆棲哺警類に属する動物の肝臓

牛の腎臓
豚の腎臓
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

牛の食用部分
豚の食用部分
その価の陸棲哺乳類に属する動物の食用部

孝t  i
鶏の筋肉
その他の家きんの筋肉

鶏の脂肪           `
その他の家きんの脂肪

鶏の肝臓

嘲
００２
颯
０‐５
』
』
００２
ｍ
ｍ
ｍ
００２
醐
剛
００２
００２

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
幅
咄
醐
嘲
剛
ｏ０２ヽ
ｍ
ｍ
ｍ
哩
ｍ
ｍ

鋤効鋤鋤鋤鋤鋤効鋤鋤鋤鋤鋤鋤鋤鋤
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答申 (案 )

(注 1)「その他の陸棲哺乳類に属する動
物」と|よ 陸棲哺乳類に属する動物のう
ち、牛及び豚以外のものをいうざ

02)「食用部分Jと }ま、食月に供さ才し6
部分のうち、筋内、脂肪、肝臓及び腎臓
以外の部分をいう。

審議の対象 動物用医薬品め食品中の残留基準の設定

経緯 ポジティプリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの

構造式

適用動物/用途 牛、豚、馬/抗炎症薬

作用機構

アリルプ由ピオン酸系の非ステロイド性抗炎症薬であり、プロスタグランジン

の合成を阻害することで作用を示す
`ラ

セミ化合物でtS(+)体の方が R(― )体

より薬理学的には活性である。  i

我が国の承認状況 イヌ及びネコ用の動物用医薬品として承認されている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

豪州及びカナダにおいて基準値が設定されている。

食品安全委員会に

おける食 品健康影

響評価結果

許容一日摂取量(ADl)0001m″峰 体重/日

[設定根拠]単回経口投与試験(ウサギ)

無毒性量 01 mg/kg体 重/日

安全係数 10Q ´

基準値案 別紙 1のとおり。

残留の規制対象物質:ケトプロフェン

暴露評価

TMD1/ADI比 は、以下のとおり。

TMD1/ADl(%)

国民平均

幼小児(1～ 6歳 )

妊婦 183

高齢者(65歳 以上)

TMDI:理 論 最 大
三 日摂 取 量 (The9re,cal Ma対 mum Daly htake)

答申案 別紙 2のとおり。

lFJaz-> (Ketoprofen)
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(別紙 1)

ケトプロフェン

食品名
基準値 (案)

ppm

基準値現行

ppm

綱
川
　

　

ｍ

豪

　

ｐｐ

カナダ

ppm

牛の筋肉 0.05 0.051 005 025

牛の脂肪 ; 0.05 005 ‐

牛の肝臓 0.05

.牛の腎臓 005 005

牛の食用部分
*J‐ 2 005 005 005

豚の筋肉

豚の腎臓 0.05

，
子 005 0.05 0.05

平成 17年 11月 29日厚生労働省告示 499号におし)=新しく設定した基準慎について|=、 網を

つけて示した。                             `‐
*1:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

*2:食用部分につぃては1肝臓又は腎臓の値を参照したし

(別紙 2)

答申(案 )

…

食品名
残留基準値

ppm

牛の筋肉 005

牛の脂肪 005

牛の肝臓 0.05

牛の腎臓

牛の食用部分
*

005

*「食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部

分をいう:
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯 ' ポジテイプリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを行うもの

構造式 ―
|ィ今́I謹,

■  :   0,

適用動物/用途 牛/7くスツレラ性肺炎等、すずき目魚類/類結節症の治療

作用機構

S麟″わ777J/CeS″ 確et Sレ侑め

“

″″鍔
"θ

'及びS雁物 ″

“

の培養によ

る産生又は合成により製造される抗菌性物質で、広い抗菌性スペクトルと殺

菌的作用を有する。細菌の細胞壁のペプチドグリカン合成を阻害することに

より抗菌作用を示す。 Ⅲ :,

我が国の承認状況 動物用医薬品として承認されている。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

諸外国においても基準値は設定されていない

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果

許容二日摂取量(ADl)0.019mg/kg体 重/日 (微生物学的ハD!として,

基準値案 別紙 1のとおり。

1残留の規制対象物質:ホスホマイシン

暴露評価

TMDlノADl比 は、以下のとおり。

TMD1/AD:(0/● )

国民平均

幼小児(1～ 6歳 )

妊 婦

高齢者(65歳以上)

TMDl:理論最大七日摂取量(Thepreudd Ma対 mutt Dゴ けぃtak9)

答申案 別紙 2のとおり。

ホスホマイシン(Fosfomycin)
(別紙 1)

ホスホマイシン

食品名
基準値 (案 )

ppm

基準値現行

ppm

薬事法

ppm

牛の筋肉

牛の脂肪

牛の肝臓 ::11ib5

牛の腎臓 10.5

牛の食用部分・
1｀ Ⅲ2

手し 01051 005

魚介類 (すずき目魚類に限

る。)

平成 17年 11月 29日 厚生労働省告示 499号において新しく設定した基準値については、

網をつけて示した。        i
*1:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の音F・

分をいう。    |
*2:食用部分については、腎臓の値を参照した。
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答申(案 )

ホスホマイシン

(月1紙 2) >t) ei2 T> (Cyenopyrafen)

=78■

食品名
残留基準値

ppm

牛の筋肉

牛の1旨肪

牛の肝臓

牛の腎臓

牛の食用部分|

口
子 0.05

魚介類 (すずき目魚類に限る。)

*:食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、1旨肪、肝臓及び腎臓以外の部

分をいう。               
「

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があつたもの。

構造式

用途 農薬/殺虫剤

作用機構

プ白ベンニトリル骨格を有する殺ダニlllで ある。作用機構として、

代謝生成物がミトコンドウ7電子伝達系複合体Ⅱに結oし、コスク鴫
からコエンザイムQへの電子の流れを阻害することにより作用する

と考えられている。

適用作物/適用病害虫等
適用拡大申請 ;ネクタリン、小粒核果類

ぶどう、メロン等/ハダニ類

我が国の登録状況 なす、かんきつ、ぃちご、茶等に農薬登録がなされてぃる。

諸外国の状況
国際基準は設定されていない。

諸外国においても残留基準値は設定されていない。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADl)005m″/kg体重/day

[設定根拠]以下の①と②による

①2年間 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 5 1 mg/kg体重/day

安全係数 100

②23日 開発生毒性試験 (ウサギ・強制経口)

無毒性量 5 mg/kg体軍/day

・安全係数 100

基準値案 裂警ム黒島奪婁勒費:シェノL・与;ェ」とする。

暴露評価

TMD1/ADl比 は、以下のとおり。

TMDI′/ADI上ヒ

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

「MDl:揮論 最 大一 日 eoretical |Vlaximum Dai ly Intake)

意見聴取の状況

平成 22不 6月 11日 に在東大使館への説明を実施

平成22年 7月 7日 ～8月 5日 パブリラクコメントを実施

平成22年 7月 1日 ～3月 30日WTO通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。
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